
重層的支援体制整備事業について 

〇長浜市の取組み 

 

 

 

 

 

 

① 相談支援（断らない相談窓口の設置）について 

 〇当市ではワンストップ窓口を作らず、個別相談連携方式とした。 

 〇各相談窓口でこれまで築いた各分野の専門性を活かし、相談を受けた機関

がきちんと相談を受け止め支援につなぐ。 

 〇担当課で解決できないことは、各課に配置の「連携担当職員」が「断らない

相談窓口」につなぐ。 

〇各関係機関の横断的な連携・コーディネート機能（多機関協働）は、社会福

祉協議会へ委託して実施。関係者が連携して課題解決に向け支援する。 
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▼長浜市における重層的支援体制整備事業の実施について

・多機関協働による包括的支援体制構築事業

・地域力強化推進事業

モデル事業（平成３０年度～令和２年度）

①包括的相談支援（高齢・障害・子ども・困窮）

②アウトリーチ等継続的支援（新）

③参加支援（新）

④地域づくり（高齢・障害・子ども・困窮）

⑤多機関協働（新）

重層的支援体制整備事業（令和３年度～）
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② 参加支援、③地域づくり支援について 

〇参加支援、地域づくり支援についても、社会福祉協議会と協働で居場所づく

りや地域課題の解決に向けた取組みを実施している。 

〇市内 15 箇所の地区社会福祉協議会ごとに、「暮らしの支え合い検討会」を

立上げ、コーディネーターを配置し、地域の課題解決に向けた取組みを支援

している。 

〇地域食堂や買い物支援などの既存事業の展開のほか、新たな居場所づくり

の資源開拓や多様な働き方を提案できる仕組みづくりなど、福祉の分野に

限らず、市民活動、産業などとも連携して進めている。 

 

 

 

 

 

 

 〇取組事例（虎姫地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇さざなみタウン 

  人・文化・産業が織りなす、活力と魅力あふれる都市空間の創造 

 

「暮らしの支え合い検討会」の目的 

①地域の様々な困りごとを受け止め共有する場 

②困りごとの解決に向けた「仕組み」を検討する場 

③住民と専門職の連携を深める場 

 

地域食堂（縁が和カフェ） 買い物支援（たすけあい隊） 

＜断らない相談窓口＞ 

 長浜市健康福祉部社会福祉課 

  担当：総合相談係 下村・富永 

  電話：０７４９－６５－６５３６ 

  Email：fukushi@city.nagahama.lg.jp 

～どんなご相談にもお応えいたします～ 


